
 

 

令和 7 年 6 月 27 日 

 

ＰＴＡ会員各位 

八栄小学校ＰＴＡ 

会長 関口 隆弘 

 

 

ＰＴＡ保険について 

 

 初夏の候、ＰＴＡ会員の皆様にはますますご健勝のことと存じます。  

 さて、ＰＴＡ会員を対象とするＰＴＡ活動中の保険（ＰＴＡ保険）につきまし

て、今年度も千葉県ＰＴＡ連絡協議会の「ＰＴＡ団体総合補償制度」に更新加入

しましたので、お知らせいたします。 

 保険の内容については下記の通りです。  

 

 

１．保険料 

   ①ＰＴＡ団体傷害保険 

   ②ＰＴＡ管理者賠償責任保険 

   ③生産物賠償責任保険  

    ①②③の合計 67,869 円をＰＴＡ会費より支払いました。 

 

２．補償制度の対象 

   ＰＴＡ会員及び児童 

 

３．期間 

   令和７年４月１日より令和８年３月３１日まで 

 

４．対象となる主な事故例 

   (1)ＰＴＡ主催行事で児童がケガをした。 

   (2)ＰＴＡ懇談会参加後、保護者が帰宅途中にケガをした。 

   (3)ＰＴＡ活動中に使用中の借り物を落として壊した。 

   (4)ＰＴＡ主催のバザー等で提供した飲食物により食中毒が発生した。 

 

５．事故の通知 

   事故が発生した場合には、直ちに事故の日時、場所、事故発生状況、傷害  

   の程度等を至急連絡してください。 


